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認
可
希
望
（
届
出
）
定
員
及
び
利
用
定
員 

区分 合計 

左の年齢別内訳 

３歳未満児 
３歳児 

４歳以上児 

０歳 １歳 ２歳 小計 ４歳 ５歳 小計 

認可希

望（届出

）定員 
（人） 

１号認定の

子ども 
15 

 
5 5 5 10 

２号及び３号

認定の子ど

も 

110 12 18 20 50 20 20 20 40 

学級数 3 
 

1 1 1 2 

利用定

員（人） 

１号認定の

子ども 
15 

 
15 

２号及び３号

認定の子ど

も 

110 12 38 50 
 

 

幼保連携型認定こ

ども園の設置目的 

近年、家庭を取り巻く環境が変化し、少子化・核家族化が進ん

でいる中、保護者や地域の多様な教育及び保育のニーズに応

え、就学前のすべての子どもたちに教育と保育を一体化し、保

護者の就労の有無にかかわらず、子どもたちの豊かな育ちを

保証するためのこども園化をはかる。また、こども園化により、

保護者が産前産後の休みをとる際にも、子どもが園を変わら

ないことで、心の負担をなくし、安心して子育てできることが可

能となる。 

教育及び保育の目

標及び主な内容 

教育及び保育の目 
標及び理念 

 幼保連携型認定こども園 亀山愛児園（以下「当

園」という）は、以下の運営方針及び保育目標に

基づき教育･保育を求める乳幼児（以下「園児」と

いう）を日々受け入れ、教育及び保育を行うこと

を目的とする。 

（1） 教育・保育理念  

 「仏光のもと いのち輝く開かれたこども園」 

（2） 教育及び保育目標 

「心身ともにすこやかな こども」 

「心豊かでたくましい こども」 

「すすんでやりとげる こども」 

（3） 運営方針 

・当園では、乳幼児期の特性や、保護者や地域

の実態を踏まえ、生活環境を通して行うもので

あることを基本とし、家庭や地域での生活を含
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め園児の生活全体が豊かなものとなるよう努

める。 

・当園は，教育･保育の提供に当っては、入園す

る園児の最善の利益を考慮し、その福祉と教

育を積極的に増進することに最もふさわしい生

活の場を提供するよう努める。 

 ・当園は、義務教育及びその後の教育の基礎を

培うとともに、子どもの最善の利益を考慮しつ

つ、その生活を保障し、保護者とともに園児を

心身ともに健やかに育成するものとする。 

 ・当園は、関係法令を遵守し、事業を実施する。 

教育及び保育のねら

い及び内容の概要 

当園では、子どもたち一人一人が、健やかに育って

いくように家庭的な雰囲気の中で見通しのもてる日

課のある生活を援助する。 

教育及び保育の内容には，5 つの領域（健康・人間

関係・環境・言葉・表現）からそれぞれの子どもの発

達過程を大切にする。室内や戸外で十分に遊ぶ事

で物事に意欲的に取り組む主体的活動を探求する

気持ちがつくように日々の教育及び保育に取り組

んでいる。 

教育及び保育のねらい 

１ 健康な心と体 

２ 自立心 

３ 協同性 

４ 道徳性・規範意識の芽生え 

５ 社会生活とのかかわり 

６ 思考力の芽生え 

７ 自然との関わり・生命尊重 

８ 数量や図形、標識や文字などへの関心 

・感覚 

９ 言葉による伝え合い 

10 豊かな感性と表現 

こども園としては、子どもの小学校就学までに必要

な発達を助けることを目標にするが、長期的には、

その子が人間として生きていくうえで、将来必要な

力が身につくように援助することを大きな目標とす

る。就学前の子どもは、さまざまな能力を「生活と遊

び」から身につけるからこそ、子ども主体の教育及

び保育が必要と考え実践する。 
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設 
 
 
備 
 
及 

 
 
び 
 
 
構 
 
 
造 

建物構造 鉄筋コンクリート 造り 地下１ 地上2階建て 建築年度 H19 年 
建物延面積 938.28 ㎡ 建物建築面積 473.84 ㎡ 
敷地面積 1606.81 ㎡ （自己所有 ㎡、借用    1606.81㎡） 

区  分 数 量 面積（㎡） 区  分 数 量 備  考 

乳児室 1 34.41 飲料水用設備 ２ヶ所  

ほふく室 1 73.00 手洗用設備 ４ケ所  

保育室 4 209.01 足洗用設備 1ケ所  

子育て支援室 １ 81.71 非常警報設備 １式  

調理室 1 37.71 消火設備 １式  

調乳室 1 5.00 放送聴取設備 １式  

沐浴室 1 4.76 映写設備   

保健室 1 4.43 水遊び場 2ケ所  

湯沸室 １ 4.55 園児清浄用設備   

職員室 1 60.83    

図書室 1 9.58    

休憩・相談室 1 23.70    

倉庫 10 53.81    

便所 7 82.87    

廊下・階段  173.49    

その他  79.42    

合計  938.28    

園庭 2 609.93    

      

備 
 
 
品 
 
 
等 

屋 内 備 品 等 
品          名 数 量 品          名 数 量 

机 ６５ 椅子 ２３０ 
タオル掛け ７ 乳児用チェアー １０ 
身長計 2 体重計 2 

空気清浄機 １０ 跳び箱 １ 
マーチング楽器 １００ ロッカー ２０ 

屋 外 備 品 等 
品          名 数 量 品          名 数 量 

三輪車 15 玉入れかご ４ 
マット 30 綱引き １ 
長椅子 20 プール ６ 

ベビーカー 5 巧技台 10 
避難車 5 フラフープ 15 
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〔記載要領〕 

１ 認可（届出）希望定員 

  「１号認定の子ども」には満３歳以上で、幼稚園等での教育を希望する子どもの数

（子ども・子育て支援法第１９条第１号）を、「２号及び３号認定の子ども」には保

育に必要な事由に該当し、保育所等での保育を希望する子どもの数（子ども・子育て

支援法第１９条第２号及び第３号）を記載すること。 

２ 利用定員 

  「１号認定の子ども」には満３歳以上で、幼稚園等での教育を希望する子どもの数

（子ども・子育て支援法第１９条第１号）を、「２号及び３号認定の子ども」には保

育に必要な事由に該当し、保育所等での保育を希望する子どもの数（子ども・子育て

支援法第１９条第２号及び第３号）を記載すること。 

３ 認定こども園の認可を受けたい具体的理由 

  できる限り詳しく記載すること。この欄に書き切れない場合は、別紙に記載しても

よい。 

４ 教育及び保育の目標及び理念 

  できる限り詳しく記載すること。この欄に書き切れない場合は、別紙に記載しても

よい。 

５ 教育及び保育のねらい及び内容の概要 

  できる限り詳しく記載すること。この欄に書き切れない場合は、別紙に記載しても

よい。 

６ 用紙の大きさ（以下の様式において同じ。） 

  日本工業規格Ａ列４番とすること。 

７ その他 

  記載事項が多いため、この様式によることができないときは、適宜用紙（大きさは、

日本工業規格Ａ列４番とする。）の枚数を増加し、この様式に準じた申請書を作成す

ること。 
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認  可  基  準  調  書 

 

１ 幼保連携型認定こども園の名称       幼保連携型認定こども園 亀山愛児園  

２ 幼保連携型認定こども園の所在地      三重県亀山市東町一丁目 10 番 16 号１ 

                                                                                     

３ 認可定員                                                    （人） 

 計 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 

１号認定の子ども 15  5 5 5 

２号及び３号認定

の子ども 
110 12 18 20 20 20 20 

４ 建物の状況 

（１）建物（構造別  鉄筋コンクリート造   （地下 1 階、地上 2）階建、建築年度  Ｈ19 年度） 

（２）設備 

室 名 保有面積 認可基準面積 適否 備品等 
①園舎  
（建物延面積） 

938.28 ㎡ 

 
学級数（3 クラス） 

＝  420 ㎡ ① 

 
① ＋②＋③＋④Ａ 

     ＝  538.8 ㎡ 

学級数 面積 

１学級 180 ㎡ 

２学級以上 
320+100 ×（学級

数－2）㎡ 

保有面積≧認定基準面積 

 

 

適 

 

 

教育・保育に必要な用具を記入 

机・椅子 

②乳児室 34.41 ㎡ 

 

１．６５㎡×２歳未満児 
（ほふくしない子ども） 
定員数（12 名） 
＝  19.8 ㎡ ②   注 1 

保有面積≧認定基準面積 

適 

保育に必要な用具を記入 

乳児用ベッド・机・椅子 

③ほふく室 73.00 ㎡ 

 

３．３㎡×２歳未満児 
（ほふくする子ども） 
定員数（18 名） 
＝  59.4 ㎡ ③   注 2 

保有面積≧認定基準面積 

適 

保育に必要な用具を記入 

玩具 

④保育室 

 （3 歳未満児） 

 （3 歳以上児） 

遊戯室 ※２ 

 

小      計 

 

54.49 ㎡ 

154.52 ㎡ 

㎡ 

 

209.01 ㎡ 

１．９８㎡×（２歳以上児～ 
３歳未満の子ども） 
定員数（20 名） 
＝ 39.6 ㎡   ④Ａ 
１．９８㎡×３歳以上児 
定員数（75 名） 
＝ 148｡5 ㎡   ④Ｂ 
 
④Ａ＋④Ｂ＝ 188.1 ㎡ 

保有面積≧認定基準面積 

 

適 

教育・保育に必要な用具を記入 

机・椅子 

注 1 認可申請時はほふくしない子どもの数は 0 歳児の認可定員数。 

注 2 認可申請時はほふくする子どもの数は１歳児の認可定員数。 
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調 理 室 

調 乳 室 

沐 浴 室 

保 健 室 

湯 沸 室 

休 憩 ・ 会 議 室 

職 員 室 

子育て支援室 

図 書 室 

倉 庫 

便 所 

 

 

 

廊 下 ・ 階 段 

そ の 他 
 
※調理室～その

他については、各

室とも全体の面積

を記入すること。 

37.71 ㎡ 

5.00 ㎡ 

4.76 ㎡ 

   4.43 ㎡ 

4.55 ㎡ 

23.70 ㎡ 

60.83 ㎡ 

81.71 ㎡ 

9.58 ㎡ 

53.81 ㎡ 

82.87 ㎡ 

（大 15 個） 

（小 11 個） 

（乳 3 個） 

173.49 ㎡ 

79.42 ㎡ 
 

 

 
 耐火構造の床 

甲種防火戸 

医療器具、医薬品 

包装材料 

合計    ※３ 938.28 ㎡    

※３ 合計については、建物全体の面積を記載すること。 

５ 土地の状況 

（１）所有形態 

（ア）自己所有 （イ）賃借権（期間   年） 
（ウ）地上権設定 

 

（期間  永年間） 

その他（   ） 

（エ） 

（期間   年間） 

（２）面積 

 

敷地面積 

 

建築面積 

 

園庭 

※４※５ 

その他 

 

1606.81 ㎡ 

 

473.84 ㎡ 

 

609.93 ㎡ 

 

523.04 ㎡ 

学級数（3 クラス） ＝ 400 ㎡ Ｃ 
３．３㎡×３歳以上児定員数（75 名） 
＝  247.5 ㎡  Ｃ´ 
Ｃ と Ｃ´ のどちらか大きい数 ＝ 400 ㎡ Ｃ´´ 
３．３㎡×２歳以上児３歳未満児定員数（20 名） 
＝ 66 ㎡  Ｄ 
Ｃ´´ ＋ Ｄ ＝ 466 ㎡  Ｅ（園庭基準面積） 

学級数 面積 

２学級以下 ３３０＋３０×（学級数－１）㎡ 

３学級以上 ４００＋８０×（学級数－３）㎡ 

 

滑 台   3 台 

 

ブランコ    台 

 

 砂 場   2 ヵ所 

 

（44）  ㎡ 

※４ 既存施設（幼稚園）からの移行の場合、園庭はＣ＋Ｄの面積以上であればよい。 

※５ 既存施設（保育所）からの移行の場合、園庭はＣ´＋Ｄの面積以上であればよい。 
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６ 職員数 

認定こども園の長 
氏名 年齢 現 職 

法施行規則第１２条各号（第１号～

第１６号）に記載の経験年数※６ 
保有資格（〇で囲む） 

佐々木玲子 85 園長 第 9 号     40  年 
第  号         年 

保育士   幼稚園教諭 

備考※７ 亀山愛児園園長を 40 年経験しました。 

※６ 法施行規則第１２条各号に記載の経験年数がわかる資料を添付すること。 

※７ 法施行規則第１３条にて園長を任用する場合、法施行規則第１２条各号に規定する資格を有す

る者と同等の資格を有すると認められる根拠等を記載すること。（法施行規則第１２条の基準を満た

さない場合は必ず記載すること） 

 認可定員 
学級数 

(クラス) 

教育及び保育に 

直接従事する者 

職員数 

計 １号認定の子ども 
２号及び３号認

定の子ども 

定 

数 

現 

員 

認定こども園の長  1 1 

従事す

る者 

０歳児 12  12  4.0 11 4 
１歳児 18 18 

6.3 
4 

２歳児 20 20 4 
３歳児 25 5 20 1 1.2 2 2 
４歳児 25 5 20 1 

1.6 
1 2 

５歳児 25 5 20 1 1 2 
小計 125 15 110 3 13 15 18 

調理員

等 

調理員  2 3 
その他 1 2 

計 19 24 
嘱   託   医 2 2 

※保育に従事する者の算定 

必要配置数＝（０歳児×1/3）＋{（１歳児＋２歳児）×1/6}＋（３歳児×1/20） 

＋{（４歳及び５歳児）×1/30} 

           ・・・各小数点第２位以下切り捨て 

     ＝     ・・・小数点以下四捨五入 

      「１号認定の子ども」＝共通の利用時間のみの利用を行う子ども 

      「２号及び３号認定の子ども」＝「１号認定の子ども」以外の子ども 

※保育に従事する者及び調理員等の現員職員数は、常勤換算職員数を記入すること。 

例 短時間勤務の保育に従事する者及び常勤の保育に従事する者の１か月の勤務時間数の合計 

／ 各認定こども園の就業規則等で定めた常勤の保育に従事する者の１か月の勤務時間数 

 ＝ 常勤換算値（小数点第１位を四捨五入） 

（注）上記により難いものは必要に応じ資料を添付すること。 
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別紙１ 
 

市町名 亀山市 

 

幼保連携型認定こども園の設置を要する理由と市町計画との関連 

（市町子ども・子育て支援事業計画への反映状況等、量の見込みと確保の観点から記入し

てください） 
 
今回の民間保育所（亀山愛児園）の保育所から幼保連携型認定こども園への移行におい

ては、定員規模は２号認定を中心に配分しており、今後のニーズへの影響は極めて小さい

ものとなっている。 
また、本市の子ども・子育て支援事業計画における、１号認定及び２号認定の量の見込

みと確保の内容についても、いずれも余裕のある状況となっている。 
さらに、同計画において、既存施設の認定こども園への移行についても、希望する園に

対しては支援を行うこととしている。 
こうした状況からも、亀山愛児園の幼保連携型認定こども園への移行については、特段

の問題は無いものと考える。 
なお、子ども・子育て支援事業計画の量の見込みと確保の内容の欄において、認定こど

も園の設置数の欄を設けているが、現計画については平成３１年度を最終年度とし、現在

次期計画の策定段階となっているため、現計画の見直しは行わず、次期計画の策定におい

て整理するものとする。 
 

 

新設・移行の別 

□  新設      ■ 既存施設あり（ 幼稚園 ・ 保育所等 ） 

以下は既存施設がある場合に記入 

施 設 名 既存施設の定員（人） 

 

亀山愛児園 

 

 

１２０ 
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亀子第０１－＿＿＿＿号 

平成３０年＿＿月＿＿日 

 

三重県知事 鈴木 英敬 様 

 

亀山市長 櫻井 義之      

 

亀山愛児園の廃止に係る意見書（案） 

 

１ 総括意見 

本市における保育需要については、少数ではあるものの３歳未満児で毎年度待機児童が発生している。３歳

以上児については、公立幼稚園の入所者が減少傾向にあり、幼児教育無償化などからも引き続き、同様の傾

向が続くものと考えられる。そうした中、保育所廃止（休止）の承認申請を行う亀山愛児園（認可保育所）につ

いては、平成３０年度を以って廃止となり、それと同時に幼保連携型認定こども園へ移行する予定であることか

ら、市内の保育需要に対する悪影響は無い。 

以上のことから、亀山愛児園の廃止については、認めるべきものと考える。 

 

２ 要保育児童数の推移について 

近年の要保育児童数の推移については、保育所等への利用申込数からみると、１・２歳児の需要に大きな

増加傾向がみられる。０歳児、３歳以上児についてはは概ね横ばいの微増の傾向となっている。 

今後についても概ね同様の傾向が想定されることから、推計年度は平成３０年度実績を基本とする。なお、

移行後の亀山愛児園２号認定児については、新定員数として推計する。 

 

３ 入所児童数の推移について 

近年の保育所等の入所児童数の推移は、要保育児童数の傾向と同様に、１・２歳児で増加傾向がみられ

る。しかし、要保育児童数の増加に追いついていない部分もあるため、その年代で待機児童が発生してしまっ

ている現状がある。 

なお、当該保育所及び市内保育所等においては、私的契約児はいない。 

 

４ 特別保育（乳児保育・延長保育等）について 

亀山愛児園については、延長保育・子育て支援センターの設置を行っているが、廃止に伴う幼保連携型認

定こども園への移行後においても、引き続き事業を継続するものとして協議を行っている。そのため、当該保育

所の廃止による影響は無い。 

 

５ 入所している者の処置 

亀山愛児園については、廃止後、幼保連携型認定こども園へ移行する予定となっており、現在の在園児

については、移行後の施設へ継続して入所する予定である。 

 

６ その他 

添付資料 

・子育て安心プラン実施計画〈様式１－１〉 （市区町村全域） 

・亀山市保育所年度別定員・入所児童数推計及び推移 
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別紙様式４

人口

世帯数

出生率

学齢前児童数

要保育児童数

定員 人員 入所率 定員 人員 入所率 定員 人員 入所率 定員 人員 入所率 定員 人員 入所率 定員 人員 入所率

亀山愛児園 120 135 112.5 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -

第三愛護園 45 30 66.7 45 30 66.7 45 30 66.7 45 30 66.7 45 30 66.7 45 30 66.7

川崎愛児園 100 101 101 100 101 101 100 101 101 100 101 101 100 101 101 100 101 101

野登ルンビニ園 70 79 112.9 70 79 112.9 70 79 112.9 70 79 112.9 70 79 112.9 70 79 112.9

なのはな保育園 90 88 97.8 90 88 97.8 90 88 97.8 90 88 97.8 90 88 97.8 90 88 97.8

亀山愛児園（認定こども園） 0 0 - 110 110 100 110 110 100 110 110 100 110 110 100 110 110 100

公立保育所等 675 652 96.6 675 652 96.6 675 652 96.6 675 652 96.6 675 652 96.6 675 652 96.6

合　　計 1100 1085 98.6 1090 1060 97.2 1090 1060 97.2 1090 1060 97.2 1090 1060 97.2 1090 1060 97.2

定員 人員 入所率 定員 人員 入所率 定員 人員 入所率 定員 人員 入所率 定員 人員 入所率 定員 人員 入所率

亀山愛児園 90 132 146.7 120 126 105 120 126 105 120 133 110.8 120 135 112.5 120 136 113.3

第三愛護園 45 40 88.9 45 38 84.4 45 39 86.7 45 43 95.6 45 43 95.6 45 31 68.9

川崎愛児園 80 113 141.3 80 98 122.5 80 96 120 100 98 98 100 104 104 100 107 107

野登ルンビニ園 70 82 117.1 70 75 107.1 70 66 94.3 70 68 97.1 70 74 105.7 70 73 104.3

なのはな保育園 90 57 63.3 90 86 95.6 90 91 101.1 90 81 90 90 86 95.6

公立保育所等 690 703 101.9 690 676 98 690 647 93.8 690 625 90.6 675 632 93.6 675 634 93.9

合　　計 975 1070 109.7 1095 1070 97.7 1095 1060 96.8 1115 1058 94.9 1100 1069 97.2 1100 1067 97

※　近隣の保育所も含めて記入してください

※　平成３１年度以降については、見込数を算出されている場合に記入してください。
　　 また、平成２９年度以前については、過去５年分以上記入してください

亀山市保育所年度別定員・入所児童数推計及び推移

（亀山市 ）

（各年度４月１日現在。平成３１年度以降は見込み）

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 平成３４年度 平成３５年度

49,599 49,571 49,567 49,579 49,572 49,573

21,410 20,955 21,067 21,144 21,055 21,089

- - - - - -

1,023

2,683 2,602 2,541 2,451 2,401 2,356

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 平成３４年度

1,057 1,043 1,005 1,035 1,028

平成３５年度

（各年度４月１日現在）

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
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